
行政処分等
の年月日

事業者の氏名又は名称 事業者の所在地 営業所の名称 営業所の所在地 行政処分等の内容 主な違反の条項 違反行為の概要
事業者
点数

営業所
点数

20190402 株式会社Ｈ＆Ｒ（法人番号
5040001072996）代表者斉
藤伸一

東京都江戸川区宇喜田
町１３０８－１

本社 東京都江戸川区宇喜田
町１３０８－１

文書警告 貨物自動車運送事業輸
送安全規則第7条

労働局からの通報を端緒として平成30年10月4日、監査を実施。1件の違反が認
められた。（1）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7
条）

0 0

本社 千葉県野田市木野崎１７
８７－５８

貨物自動車運送事業輸
送安全規則第3条第4項

行政処分等を受けたにもかかわらず改善が認められないことを端緒として、平成
31年1月17日及び同年1月23日、監査を実施。5件の違反が認められた。
（1）乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4
項）、（2）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、
（3）運行指示書の記載事項義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条
の3）、（4）運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第
10条第1項）、（5）事業計画事前届出違反（貨物自動車運送事業法第9条第3項）

47

茨城支店 茨城県鹿嶋市大字長栖１
８７９－３９５

7

船橋営業所 千葉県船橋市高瀬町１１
－７

10

栃木支店 栃木県矢板市こぶし台６
－２

6

埼玉支店 埼玉県本庄市いまい台２
－９８－２

7

神奈川営業所 神奈川県綾瀬市小園字
北原１１４２－２

6

川口営業所 埼玉県川口市差間１－２
２－１

0

新潟支店 新潟県三条市猪子場新
田６６０－１

貨物自動車運送事業者行政処分状況（平成３１年４月分）

20190408 関東西部運輸株式会社（法
人番号7040001071154）代
表者田口哲士

許可の取消し 83千葉県野田市木野崎１
７８７－５８



20190409 株式会社島清運送（法人番
号7021001038038）代表者
入内嶋清藏

神奈川県平塚市下島１
０５９－８

本社 神奈川県平塚市下島１０
５９－８

輸送施設の使用停止
（140日車）、輸送の安
全確保命令

貨物自動車運送事業輸
送安全規則第3条第6項

法令違反の疑いがあることを端緒として、平成30年9月18日及び同年10月16日、
監査を実施。4件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の遵守違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、（2）疾病のおそれのある乗務（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第3条第6項）、（3）点呼の記録事項義務違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項）、（4）運転者に対する指導監督違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）

14 14

20190409 株式会社サカモト（法人番
号7030001078043）代表者
坂本比呂志

埼玉県川口市芝下２－
４－７

本社 埼玉県川口市芝下１－９
－８

輸送施設の使用停止
（235日車）

貨物自動車運送事業輸
送安全規則第13条

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成30年8月2日、監査を実施。13
件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条第4項）、（2）健康状態の把握義務違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第3条第6項）、（3）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第7条）、（4）運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第10条第1項）、（5）初任・高齢運転者に対する指導監督違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、（6）初任・高齢運転者に対する
適性診断受診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、（7）
定期点検整備の実施違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第13条）、（8）整
備管理者の選任（解任）未届出違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第13
条、道路運送車両法第52条）、（9）整備管理者の研修受講義務違反（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第15条）、（10）運行管理者の講習受講義務違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第23条第1項）、（11）事業計画の変更認可違反（貨
物自動車運送事業法第9条第1項）、（12）事業計画事後届出違反（貨物自動車運
送事業法第9条第3項）、（13）報告義務違反（貨物自動車運送事業報告規則第2
条）

24 24

20190409 株式会社新井グループ運
輸（法人番号
7070001015224）代表者新
井徹

群馬県伊勢崎市曲沢町
１５５４

本社 群馬県伊勢崎市曲沢町１
５５４

輸送施設の使用停止
（60日車）

貨物自動車運送事業輸
送安全規則第3条第4項

酒気帯び運転があった旨の公安委員会からの通知を端緒として平成30年9月6
日、監査を実施。6件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の遵守違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、（2）点呼の実施義務違反等（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第7条）、（3）運行指示書による作成義務違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3）、（4）運転者に対する指導監督違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、（5）高齢運転者に対する指
導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、（6）初任・高齢
運転者に対する適性診断受診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第
10条第2項）

6 6

20190409 株式会社リアル（法人番号
1012801008384）代表者川
上剛

東京都武蔵村山市伊奈
平３－１０

本社 東京都武蔵村山市伊奈
平３－１０

輸送施設の使用停止
（10日車）

貨物自動車運送事業輸
送安全規則第10条第1
項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成30年9月14日、監査を実施。2
件の違反が認められた。（1）運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第10条第1項）、（2）報告義務違反（貨物自動車運送事業報告規
則第2条）

1 1

20190416 株式会社佐戸レッカー（法
人番号1013101005667）代
表者佐戸幸一

東京都あきる野市雨間
４６８－２

本社 東京都青梅市新町５－２
３－７（旧：東京都あきる
野市雨間４６８－２）

輸送施設の使用停止
（210日車）、輸送の安
全確保命令

貨物自動車運送事業輸
送安全規則第3条第6項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成30年10月16日、監査を実施。
13件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第3条第4項）、（2）疾病のおそれのある乗務（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第3条第6項）、（3）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第7条）、（4）乗務等の記録事項義務違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第8条第1項）、（5）運行記録計による記録義務違反（貨物自動車運
送事業輸送安全規則第9条）、（6）運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運
送事業輸送安全規則第10条第1項）、（7）初任・高齢運転者に対する指導監督違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、（8）初任・高齢運転者に対
する適性診断受診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、
（9）整備管理者の研修受講義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第15
条）、（10）運行管理者の講習受講義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第23条第1項）、（11）事業計画の変更認可違反（貨物自動車運送事業法第9条第
1項）、（12）事業計画事前届出違反（貨物自動車運送事業法第9条第3項）、（13）
報告義務違反（貨物自動車運送事業報告規則第2条）

21 21



20190416 阿久津運送有限会社（法人
番号8050002017253）代表
者阿久津和司

茨城県結城郡八千代町
大字村貫５３－１

本社 茨城県結城郡八千代町
大字村貫５３－１

輸送施設の使用停止
（170日車）、輸送の安
全確保命令

貨物自動車運送事業輸
送安全規則第3条第6項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成30年9月28日、監査を実施。12
件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条第4項）、（2）疾病のおそれのある乗務（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条第6項）、（3）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条）、（4）運行記録計による記録義務違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第9条）、（5）運行指示書による作成義務違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第9条の3）、（6）運転者に対する指導監督違反等（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第10条第1項）、（7）初任・高齢運転者に対する指導監督
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、（8）初任・高齢運転者に
対する適性診断受診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2
項）、（9）整備管理者の研修受講義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第15条）、（10）運行管理者の講習受講義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第23条第1項）、（11）事業計画の変更認可違反（貨物自動車運送事業法第9
条第1項）、（12）事業計画事後届出違反（貨物自動車運送事業法第9条第3項）

17 17

20190416 株式会社湘南運輸サービ
ス（法人番号
6021001047048）代表者佐
野文明

神奈川県秦野市堀山下
１９０－１

本社 神奈川県秦野市堀山下１
９０－１

輸送施設の使用停止
（60日車）

貨物自動車運送事業輸
送安全規則第3条第6項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成30年10月22日、監査を実施。7
件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条第4項）、（2）疾病のおそれのある乗務（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条第6項）、（3）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条）、（4）運行記録計による記録義務違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第9条）、（5）運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第10条第1項）、（6）初任運転者に対する適性診断受診義務違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、（7）定期点検整備の実施違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第13条）

6 6

20190416 株式会社オアシス（法人番
号4040001021599）代表者
村木直人

千葉県鎌ヶ谷市新鎌ヶ
谷３－４－６

さいたま 埼玉県さいたま市岩槻区
江川土地区画整理事業
施行地区内１５街区１画
地

文書警告 貨物自動車運送事業輸
送安全規則第10条第1
項

死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として平成30年9月13日、監
査を実施。1件の違反が認められた。（1）運転者に対する指導監督違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）

0 0

20190416 有限会社三晃運輸（法人番
号6030002117783）代表者
髙橋利光

埼玉県行田市大字上池
守字畑通６１５

本社 埼玉県行田市大字上池
守字畑通６１５

輸送施設の使用停止
（285日車）

貨物自動車運送事業輸
送安全規則第13条

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成30年8月10日及び同年8月27
日、監査を実施。9件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の遵守違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、（2）点呼の実施義務違反等（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第7条）、（3）運行記録計による記録義務違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第9条）、（4）運転者に対する指導監督違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、（5）高齢運転者に対する指導監
督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、（6）高齢運転者に対
する適性診断受診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、
（7）定期点検整備の実施違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第13条）、（8）
事業計画の変更認可違反（貨物自動車運送事業法第9条第1項）、（9）事業の健
全な発達を阻害する競争のうち社会保険等に未加入のもの（貨物自動車運送事
業法第25条第2項）

29 29

20190416 株式会社三英運輸（法人番
号2030001073156）代表者
簗田英敏

埼玉県川口市南鳩ヶ谷
２－１９－２３

埼玉 埼玉県川口市上青木２－
２１－１０

輸送施設の使用停止
（160日車）

貨物自動車運送事業輸
送安全規則第3条第6項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成30年8月23日、監査を実施。12
件の違反が認められた。（1）疾病のおそれのある乗務（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第3条第6項）、（2）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第7条）、（3）乗務等の記録事項義務違反（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第8条第1項）、（4）運行記録計による記録義務違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第9条）、（5）運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条第1項）、（6）初任・高齢運転者に対する指導監督違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、（7）初任・高齢運転者に対する適
性診断受診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、（8）定
期点検整備の実施違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第13条）、（9）整備
管理者の研修受講義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第15条）、（10）
運行管理者の講習受講義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第23条第1
項）、（11）事業計画の変更認可違反（貨物自動車運送事業法第9条第1項）、（12）
事業計画事後届出違反（貨物自動車運送事業法第9条第3項）

16 16



20190416 関東シティフレイト株式会
社（法人番号
9030001070782）代表者平
子隆生

埼玉県東松山市大字石
橋字沖仲８０１－１

本社 埼玉県東松山市大字石
橋字沖仲８０１－１

輸送施設の使用停止
（55日車）

貨物自動車運送事業輸
送安全規則第7条

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成30年9月14日、監査を実施。5
件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条第4項）、（2）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条）、（3）運転者に対する指導監督違反等（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第10条第1項）、（4）定期点検整備の実施違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第13条）、（5）事業計画の変更認可違反（貨物自動車運送事
業法第9条第1項）

6 6

20190416 篠﨑運送有限会社（法人番
号2012402018971）代表者
篠﨑雅也

東京都三鷹市新川４－
１４－２

本社 東京都三鷹市新川４－１
４－２

輸送施設の使用停止
（60日車）

貨物自動車運送事業輸
送安全規則第3条第4項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成30年9月27日及び同年11月8
日、監査を実施。6件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の遵守違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、（2）点呼の実施義務違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第7条）、（3）乗務等の記録事項義務違反（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第8条第1項）、（4）運転者に対する指導監督違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、（5）高齢運転者に対する指導監督
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、（6）高齢運転者に対す
る適性診断受診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）

6 6

20190416 セイナン運輸株式会社（法
人番号9011702011531）代
表者江尻利之

東京都江戸川区春江町
５－２－１７７

本社 東京都江戸川区東瑞江２
－２２－５９

輸送施設の使用停止
（55日車）

貨物自動車運送事業法
第9条第1項

無車検運行があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、平成30年4月19
日、同年5月10日及び同年12月12日、監査を実施。10件の違反が認められた。
（1）定期点検整備の実施違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第13条）、（2）
整備管理者の選任（解任）未届出違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第13
条、道路運送車両法第52条）、（3）整備管理者の研修受講義務違反（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第15条）、（4）運行管理者の講習受講義務違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第23条第1項）、（5）運行管理者の選任（解任）未届
出違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第19条）、（6）事業計画の変更認可
違反（貨物自動車運送事業法第9条第1項）、（7）事業計画事前届出違反（貨物自
動車運送事業法第9条第3項）、（8）事業計画事後届出違反（貨物自動車運送事
業法第9条第3項）、（9）事業計画事後届出違反（貨物自動車運送事業法第9条第
3項）、（10）報告義務違反（貨物自動車運送事業報告規則第2条）

6 6

20190416 會澤運送株式会社（法人番
号6050001026959）代表者
會澤政貴

茨城県常陸大宮市上大
賀２１３５

本社 茨城県常陸大宮市上大
賀字反町２１３５

輸送施設の使用停止
（50日車）

貨物自動車運送事業輸
送安全規則第3条第4項

死亡事故を引き起こしたことを端緒として平成30年10月11日、監査を実施。8件の
違反が認められた。（1）乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第3条第4項）、（2）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第7条）、（3）運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第10条第1項）、（4）事故惹起運転者に対する指導監督違反（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、（5）事故惹起運転者に対する適性診断
受診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、（6）事業計画
の変更認可違反（貨物自動車運送事業法第9条第1項）、（7）事業計画事前届出
違反（貨物自動車運送事業法第9条第3項）、（8）報告義務違反（貨物自動車運送
事業報告規則第2条）

5 5

20190416 株式会社イワタレッカー（法
人番号1030001092958）代
表者岩田郁郎

埼玉県秩父郡長瀞町大
字長瀞７６６－２

群馬 群馬県藤岡市中９５５－
４

輸送施設の使用停止
（10日車）

貨物自動車運送事業法
第３２条

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成30年5月31日、監査を実施。1
件の違反が認められた。（1）事業の無届出休止・廃止（貨物自動車運送事業法第
32条）

1 1

20190416 横浜ネットワーク株式会社
（法人番号2011101044370）
代表者田嵜訓章

東京都千代田区神田小
川町３－１１（旧：東京
都千代田区神田小川町
２－１－２シンコ－
ミュージックプラザ東館
７階）

本社 神奈川県横浜市都筑区
南山田町４１８８－３

輸送施設の使用停止
（70日車）

貨物自動車運送事業輸
送安全規則第3条第6項

死亡事故を引き起こしたことを端緒として平成30年10月12日、監査を実施。10件
の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第3条第4項）、（2）疾病のおそれのある乗務（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第3条第6項）、（3）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第7条）、（4）乗務等の記録事項義務違反（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第8条第1項）、（5）運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条第1項）、（6）初任・高齢運転者に対する指導監督違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、（7）初任運転者に対する適性診断
受診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、（8）整備管理
者の研修受講義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第15条）、（9）運行
管理者の講習受講義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第23条第1
項）、（10）報告義務違反（貨物自動車運送事業報告規則第2条）

7 7



20190423 株式会社北関東陸送（法人
番号1030001010531）代表
者松浦孝徳

埼玉県さいたま市北区
宮原町２－１８－１５リラ
第一ビル６Ｆ

本社 埼玉県上尾市大字上野
字本村７５８－３

輸送施設の使用停止
（40日車）

貨物自動車運送事業輸
送安全規則第7条

労働局からの通報を端緒として平成30年8月21日、監査を実施。5件の違反が認
められた。（1）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7
条）、（2）運転者に対する指導監督違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第
10条第1項）、（3）定期点検整備の実施違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第13条）、（4）事業計画の変更認可違反（貨物自動車運送事業法第9条第1項）、
（5）事業計画事後届出違反（貨物自動車運送事業法第9条第3項）

4 4

20190423 本木総業株式会社（法人番
号4011801025569）代表者
篠田和博

千葉県柏市逆井１１８８
－１２

本社 東京都足立区扇２－３２
－８エスポワール扇３０６

輸送施設の使用停止
（30日車）

貨物自動車運送事業輸
送安全規則第9条

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成30年11月2日及び同年12月11
日、監査を実施。7件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の遵守違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、（2）点呼の記録義務違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第7条第5項）、（3）乗務等の記録事項義務違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項）、（4）運行記録計による記録義務
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条）、（5）運転者に対する指導監督
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、（6）定期点検整備の実
施違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第13条）、（7）報告義務違反（貨物自
動車運送事業報告規則第2条）

6 6

20190423 山繁陸運株式会社（法人番
号2030001008582）代表者
山田繁喜

埼玉県さいたま市西区
大字西新井４７９－１

本社 埼玉県さいたま市北区東
大成町１－５８４アイマウ
スビル３０５

輸送施設の使用停止
（100日車）

貨物自動車運送事業輸
送安全規則第3条第4項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成30年8月28日、監査を実施。10
件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条第4項）、（2）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条）、（3）運行指示書による作成義務違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第9条の3）、（4）運転者に対する指導監督違反等（貨物自動車運
送事業輸送安全規則第10条第1項）、（5）初任・高齢運転者に対する指導監督違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、（6）初任・高齢運転者に対
する適性診断受診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、
（7）運行管理補助者の要件違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第18条第3
項）、（8）事業計画の変更認可違反（貨物自動車運送事業法第9条第1項）、（9）事
業計画事後届出違反（貨物自動車運送事業法第9条第3項）、（10）報告義務違反
（貨物自動車運送事業報告規則第2条）

10 10

20190423 有限会社石崎輸送システ
ム（法人番号
1050002004349）代表者石
崎勝巳

茨城県東茨城郡城里町
御前山２３４

本社 茨城県東茨城郡城里町
御前山２２１－６

輸送施設の使用停止
（130日車）

貨物自動車運送事業輸
送安全規則第3条第6項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成30年11月7日及び同年11月16
日、監査を実施。12件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の遵守違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、（2）疾病のおそれのある乗務（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項）、（3）点呼の実施義務違反等（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、（4）乗務等の記録事項義務違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項）、（5）運行記録計による記録義務違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条）、（6）運転者に対する指導監督違
反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、（7）整備管理者の研修
受講義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第15条）、（8）運行管理者の
講習受講義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第23条第1項）、（9）運行
管理補助者の要件違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第18条第3項）、
（10）事業計画の変更認可違反（貨物自動車運送事業法第9条第1項）、（11）事業
計画事後届出違反（貨物自動車運送事業法第9条第3項）、（12）報告義務違反
（貨物自動車運送事業報告規則第2条）

13 13

20190423 株式会社エスディーケー
（法人番号9030001019433）
代表者松永弘一

埼玉県さいたま市岩槻
区加倉５－９－４０

本社 埼玉県さいたま市岩槻区
加倉５－９－４０－１０１

輸送施設の使用停止
（80日車）

貨物自動車運送事業輸
送安全規則第3条第4項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成30年9月5日、監査を実施。7件
の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第3条第4項）、（2）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第7条）、（3）運転者に対する指導監督違反等（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条第1項）、（4）定期点検整備の実施違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第13条）、（5）運行管理補助者の要件違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第18条第3項）、（6）事業計画の変更認可違反（貨物自動車運送
事業法第9条第1項）、（7）報告義務違反（貨物自動車運送事業報告規則第2条）

8 8



20190423 有限会社ホシナ運送（法人
番号3010102010232）代表
者保科稔

東京都八王子市大谷町
７８７－３

本社 東京都八王子市大谷町７
８７－３

輸送施設の使用停止
（130日車）

貨物自動車運送事業輸
送安全規則第3条第6項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成30年10月12日、監査を実施。9
件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条第4項）、（2）疾病のおそれのある乗務（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条第6項）、（3）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条）、（4）乗務等の記録事項義務違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第8条第1項）、（5）運行記録計による記録義務違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第9条）、（6）運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第10条第1項）、（7）高齢運転者に対する指導監督違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、（8）高齢運転者に対する適性診断
受診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、（9）報告義務
違反（貨物自動車運送事業報告規則第2条）

13 13

20190423 有限会社コマツサポート
サービス（法人番号
1010102002710）代表者小
松英二

東京都八王子市千人町
２－８－８

本社 東京都日野市日野台１－
３－１０

輸送施設の使用停止
（110日車）

貨物自動車運送事業輸
送安全規則第3条第4項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成30年10月10日、監査を実施。
10件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第3条第4項）、（2）疾病のおそれのある乗務（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第3条第6項）、（3）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第7条）、（4）乗務等の記録事項義務違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第8条第1項）、（5）運行指示書による作成義務違反（貨物自動車運
送事業輸送安全規則第9条の3）、（6）運転者に対する指導監督違反等（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、（7）高齢運転者に対する指導監督違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、（8）高齢運転者に対する適
性診断受診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、（9）定
期点検整備の実施違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第13条）、（10）運行
管理補助者の要件違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第18条第3項）

17 11

20190423 練馬運送株式会社（法人番
号4011601005416）代表者
齊藤秀樹

東京都練馬区旭丘１－
６５－２０

茨城 茨城県つくばみらい市陽
光台１－１２８－１１－３０
２

輸送施設の使用停止
（60日車）

貨物自動車運送事業輸
送安全規則第13条

行政処分等を受けたにもかかわらず改善が認められないことを端緒として、平成
30年11月2日及び同年11月6日、監査を実施。8件の違反が認められた。（1）乗務
時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、（2）
点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、（3）運転者
に対する指導監督の記録違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1
項）、（4）定期点検整備の実施違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第13
条）、（5）整備管理者の研修受講義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第15条）、（6）運行管理者の講習受講義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第23条第1項）、（7）事業計画事後届出違反（貨物自動車運送事業法第9条
第3項）、（8）報告義務違反（貨物自動車運送事業報告規則第2条）

6 6

20190423 株式会社根本運送（法人番
号2040001063651）代表者
根本勝雄

千葉県香取市本矢作１
１２２－３

本社 千葉県香取市本矢作１１
２２－３

輸送施設の使用停止
（100日車）

貨物自動車運送事業輸
送安全規則第3条第4項

法令違反の疑いがあることを端緒として、平成31年2月19日及び同年2月22日、監
査を実施。9件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、（2）疾病のおそれのある乗務（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第3条第6項）、（3）点呼の実施義務違反等（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第7条）、（4）乗務等の記録事項義務違反（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第8条第1項）、（5）運行記録計による記録義務違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第9条）、（6）運行指示書による作成義務違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3）、（7）運転者に対する指導監督違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、（8）高齢運転者に対する指
導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、（9）初任・高齢
運転者に対する適性診断受診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第
10条第2項）

10 10



20190424 テラテクニカル株式会社
（法人番号5070001028062）
代表者影山力也

群馬県高崎市綿貫町１
４７５番地１高軽１０３号

本社 群馬県高崎市鶴見町６－
６山内ビル２－２号室

事業停止（30日間）、輸
送施設の使用停止（185
日車）

貨物自動車運送事業輸
送安全規則第3条第4項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成30年5月11日、監査を実施。12
件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条第4項）、（2）乗務時間等告示なお書きの遵守違反（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、（3）健康状態の把握義務違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第3条第6項）、（4）点呼の実施義務違反等（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第7条）、（5）運転者に対する指導監督違反等（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、（6）初任運転者に対する適性診断
受診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、（7）定期点検
整備の実施違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第13条、道路運送車両法
第48条第1項）、（8）整備管理者の研修受講義務違反（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第15条）、（9）運行管理者の講習受講義務違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第23条第1項）、（10）事業計画の変更認可違反（貨物自動車運送
事業法第9条第1項）、（11）事業計画事後届出違反（貨物自動車運送事業法第9
条第3項）、（12）報告義務違反（貨物自動車運送事業法第60条第1項）

49 49

注２ 違反点数については過去３年間の処分を累計していますが、一定の要件を満たすことにより点数が消滅することがあります。（貨物自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について３．（４）但し書き参照）

注１ 事業者点数は、関東運輸局の管轄区域での累計です。


